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令和元年度宮城県ケアマネジャー協会 

      大崎支部総会及び第一回研修会 

                       日 時  令和元年 7月 3日（水） 

                            17：45～20：30  

                       場 所  パレットおおさき    

                       参加者   50名          

1 総会  

① 平成 30年度の活動報告 

② 令和元年度の活動予定 

③ 世話役の紹介 

 

 

2 研修 

「その人の尊厳を大切にした関わり」 

～当たり前の事を考える～ 

講師 宮城県ケアマネジャー協会  

         小湊 純一 氏 

研修内容 

 今回は宮城県ケアマネジャー協会理事・事務局長、小湊純一氏を講師に招き、当事者

の当たり前の生活を支援する上で必要な考え方について講義していただきました。偏見

を持つのでなく、特別扱いをするのでもなく、その人が中心となり出来る事を当たり前

に続けられるよう支援する為のケアマネジャーの立ち位置と役割（関係性と専門性）を

持って支援する事を学びました。礼儀と尊重を持って、利用者から自由を奪わない自己

決定支援の大切さを学ぶ講義内容でした。 

 

ケアマネジャーは対人援助の専門職（関係性） 

・人がしてほしい事、してほしくない事（講義資料 P4抜粋） 

① 一人の人として見てほしい⇔あの人と同じような人として見られたくない 

② 自由に感情を表したい⇔自分の感情を押さえつけられたくない 

③ 人に頼らなければならなくなっても受け入れ尊重されたい⇔人に頼らなければなら

なくなってもないがしろにされたくない 

④ 自分の気持ちに共感して反応してほしい⇔自分の気持ち感情に合わない反応をされ

たくない 

⑤ 自分がうまく出来なくても受け止めて認めてほしい⇔自分がうまく出来ない事を指

摘され非難されたくない 

⑥ みなさんいろいろ意見があるかもしれないけど、自分が決めたことを尊重してほし

い⇔周りが反対しても自分が決めたことだから自己責任とか言われて、叱責された

くない 
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⑦ 自分の内密の情報を、出来る限り秘密のままで守りたい⇔自分の問題を近隣の人や

世間一般の人達に知られたくない 

 

私たちケアマネジャーは対人援助の専門家であり、良い関係性を築く事が求められる。

心地よい関係を作るには本人の気持ちを理解する努力が必要。その際大切な事は本人見

る事。当事者の気持ち、当事者の考え、当事者の思いを聞き取り理解する力が必要であ

る事。介護者側の視点で物事を見るのではなく、あくまで本人たちの視点で物事を見る

事。私たちは主体を相手で見る事が大切である。また、生活に障害を持った人でも、生

きる権利を持っている。気持ちや言葉を発する事が出来にくくても、自分の考えを持ち、

健常者と同じ権利を持っている。偏見を持たず、特別扱いせず、当たり前生活を、当た

り前に過ごす権利を持っている事を支援者は常に考えて本人と関わる必要がある。良い

関係性を持って、自由に自分の考えを決めていける支援をする事が、ケアマネジャーの

役割である。 

※上記七項目はバイステックの七原則の考えにあたる。 

 

・ケアマネジャーは高齢者支援の専門家（専門性） 

サーティファイト・ケアワーカー（認められた）として、ケアマネジャーも認められ

たワーカーである事。例えば医師や看護師は、資格を持ち認められた特別職であると同

じようにケアマネジャーも認められた職業である為、ケアマネの専門性を理解しておく

必要が有る。医師とは何が違うのか。ケアマネジャーは高齢者支援の専門家である事。

高齢者の自立を支援する専門家である事。 

ケアマネジャーは高齢者の健康状態の特色をとらえ、能力改善、維持、悪化の危険性

を考え、IADLの能力を考察する。認知症状からくる日常の支障をとらえ、改善と補う

介護を検討する。コミュニケーションの能力を理解し、社会との関わりで、本人の意欲

と社会参加、役割を考察する。栄養は取れているか、皮膚状況は問題ないか、口腔状況

はいいか。また、住環境や本人の混乱の改善、介護者の能力の評価もし、虐待やターミ

ナル等特別な状況も考察し、

他業種と関わりを持ちなが

ら高齢者支援を行っている

事。高齢者の支援を 128 項

目のアセスメントを通し、根

拠を持って業務にあたって

いる事。私たちケアマネジャ

ーは、国の標準項目である

14 のアセスメント項目を通

し根拠を持って高齢者の自

立を支援する。課題を分析し

ケアプランを作成し、高齢者
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の自立支援をお手伝いする専門家であることを、他事業者に理解してもらい、自分たち

の仕事・役割を理解して業務にあたる必要が有る。役割を知る事がぶれない支援につな

がり、専門職として日頃の業務にあたる必要が有る。 

 

 

＜考察＞ 

自己決定支援が大切な事を改めて感じた。ケアマネジャーは対人援助の専門家であり、

心地よい関係性と話しやすい関係性を築く事の重要性。より良い関係性を築く事がケア

マネジャーの役割であることを理解した。また高齢者支援の専門性を持ち、128項目の

アセスメントを通し高齢者の生活を継続する為の課題をはっきりさせ生活を自立させ

る技を持つ事がケアマネジャーの専門性である事も理解でき、今後の支援に活かしてい

きたいと思った。さらに今回の研修で勉強になったところは、本人が自分で自分の事を

決める事の重要性を知り、当事者が自己決定していく事を支える事が私たちの役割であ

ることを再度強く感じました。小湊先生の「支援者が関わる事で、当事者の自由が無く

ならない様に支援する事を行えていたのか。当事者の不自由さを作り上げていなかった

か」「リスクのある生活をする権利」という言葉に感銘を得ました。まさに自立支援の

考え方を掘り下げる事の重要性を考えさせられました。ちょっとしたことを補えば、自

分で決める事が出来る。ちょっとしたことを補えば能力を発揮できる。ちょっとしたこ

とを補えば当たり前の生活が継続できる支援。今まで、「当事者が主体である事」を支

援する事が出来ていたのか。不自由な生活をさせていなかったか、深く考えさせられる

所でした。ちょっとしたことを補う事で当事者が主体となり、当事者が自由に当たり前

の生活を暮らしていけるような支援をしていきたいと思った。 

「礼儀と尊重」の考え方のもと、受け止めて、否定せず、勝手に決めず、その人と話

合っていこうと思いました。 

                      報告：平吹和也 （ニコニコケアプランセンター） 

 


